
（資料-１３　①）
第２部会での意見を踏まえた〔案〕の修正について

第２章　市民自治が育む自立のまちづくり

第１節　多様なコミュニティ活動の充実による住みよいまちづくり

ページ 該当部分 第２部会での意見 修正案

1 5
動向と課題

４

「広域施設」の活用はよいが、ア
クセスの問題がある。

修正する。
（７行目の部分、「今後は、施設
への交通の利便性等も考慮

2 6
計画

２（１）

施設の有効利用について、「柔軟
性のある運営」を入れてほしい。

修正する。
（６行目の部分、「また、施設の
効果的な利用に向けて運営の工夫
を図るとともに、」）

第２節　情報の共有化を進めるまちづくり

ページ 該当部分 第２部会での意見 修正案

3 7
動向と課題

３

この６行の文章は、改めて述べる
必要があるのか疑問である。

修正する。
（１行目の部分、「情報の共有化
にあたり、個人情報の適正な取扱
いが強く求められています。情報
の提供者として、また、情報の管
理者として行政の果たすべき役割
がますます大きくなる中で、市
民、事業者をまきこんで個人情報
の保護を推進しなければなりませ

4 7
計画
２

ＩＴが普及していないところを救
うために、そこに力を入れるとす
れば、よい形になると思う。

5 7
計画
２

電子ツールを使い、市民同士の情
報の交流を促進するようなことに
書いてもよいかもしれない。

6 7～8
計画
５

個人情報保護法ができたので、
「個人情報保護の推進を図りま
す。」というしめ方では不十分で
はないか。

修正する。
（１行目の部分、「行政が保有す
る個人情報の適正な取扱いや自己
情報の開示、訂正等の権利保障を
徹底するとともに、市民や事業者
にも個人情報の適切な取扱いを広
めていきます。」）

第３節　市民参画によるまちづくり

ページ 該当部分 第２部会での意見 修正案

7 9
計画
２

相談業務の人材についてどのよう
に考えているのかが重要な問題で
はないか。

特に修正しない。
（意見を踏まえ、「相談業務の充
実」に向けた具体の施策の中で実
施していく。）

8 9 節全体

市民参加に関する議論が必要であ
り、今後も継続していくという内
容をどこかに書いてもよいのでは
ないか。

修正する。
（動向と課題　２　の５行目の部
分、「・・・となってきていま
す。今後も、参画と協働のあり方
について、市民と共に議論を深め
ていく必要があります。」）

修正する。
（１行目の部分、「情報通信機器
の利用による格差をなくし、広く
市民が活用できるよう、情報通信
ネットワークの基盤整備を進め、
市民、事業者、行政の共有財産で
ある行政情報や地域情報の共有化
を進めます。」）

1



第５章　環境を守り育てるまちづくり

第１節　環境負荷の少ない住みよいまちづくり

ページ 該当部分 第２部会での意見 修正案

9 43
計画

１（２）

自動車公害防止対策について、
もっと積極的な姿勢を言葉の上で
も表す必要がある。

修正する。
（１行目の部分、「自動車交通量
の抑制、ディーゼル排ガスの規制
強化等の発生源対策や、道路構造
の改良等の沿道環境改善につい
て、国や関係機関に働きかけると
ともに、ノーマイカーデー運動、
アイドリング・ストップ運動等の
啓発事業や、天然ガス自動車等の
低公害車の普及促進など、市とし
て取り組むことができる自動車公
害防止に係る施策を積極的に推進

10 44
計画

１（５）

「公害健康被害者の救済」とある
が、「救済」という表現でいいの
かどうか。もう少し「市民の健康
と財産を守る」というようなこと
をどこかに表現できないか。

修正する。
（基本方向　１　の１行目の部
分、「未然に防止し、市民の健康
を守るため、」）

11 44
計画

２（１）

「水環境をよくするために、」と
あるが、なぜ水環境に限定するの
か。

特に修正しない。
（ここでは、第１段落は近隣間で
トラブルとなる生活騒音などにつ
いて記述しており、第２段落は生
活排水問題などを含む水環境の向
上にむけて市民・事業者が取り組
んでいる「すいた水環境をよくす
る協議会」のことを中心に記述し

12 44
計画

２（１）

防止に努める市民としての意識づ
くりを啓発することを、第１節の
最後に（６）として数行加えてほ
しい。

特に修正しない。
（ここでは、生活型公害の防止に
向けた啓発について限定して記述
しているものであり、環境全般に
ついては「第３節」の「計画」の
「４　環境学習・環境教育の推
進」でまとめた記述をしてい

第２節　自然と共生するまちづくり

ページ 該当部分 第２部会での意見 修正案

13 45
計画

１（２）

「開発事業に際し、事業地内の緑
の確保が図られるよう」とある
が、緑の増加に取り組まないとい

修正する。
（５行目の部分、「事業地内の豊
かな緑の確保が図られるよう」）

14 45
計画

１（３）

人間がベンチに座って自然を眺め
るのではなくて、人間以外の生き
物ができるだけ多く生息するとい
うことが環境保護、自然環境の
テーマになりつつあるのではない

15 45
計画

１（３）

ネットワ－クの見方にしても、動
物や昆虫が移動できるなど、そう
いうことを強調した一文が入って
いるか入っていないかで、まちづ
くりが違ってくる。

16 45
計画

１（３）

害虫と益虫あるいは害鳥と益鳥の
関係だが、それはまさに自然と動
物と昆虫と人間がどういう関係を
結ぶかということで変わってく

修正する。
（１行目の部分、「多様な生き物
の生息空間を確保することができ
るよう、緑のネットワークルート
を活用しながら、身近な公園や緑
地を中心として、河川やため池等
の貴重な自然をつなぎ合わせま
す。その中で、地域の特性
に・・・」）
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第６章　安全で魅力的なまちづくり

第１節　安全なまちづくり

ページ 該当部分 第２部会での意見 修正案

17 50
計画
１

「動向と課題」の４での記載を受
けて、多様化する災害について、
「計画」の１に盛り込むべきであ
る。

修正する。
（計画　１（４）　の２行目の部
分、「・・・見直し、地震や風水
害、危険物質による特殊災害等の
災害発生時に・・・」）

18 49～52 節全体

市民意見のＮｏ.３６にある傾斜地
の擁壁などの耐震性について、ど
こかに盛り込むべきである。

修正する。
（動向と課題　１　４行目の部
分、「進む中で、丘陵部と低地部
からなる地勢を持つ本市で

第２節　暮らしや都市活動を支える基盤づくり

ページ 該当部分 第２部会での意見 修正案

19 55
計画

２（２）

「利用マナーの向上、啓発」とい
うことを盛り込んでほしい。

修正する。
（２行目の部分、「･･･維持管理に
努めるとともに、利用マナーの向
上について啓発に取り組みま

20 55
計画
２

「第５章」と「第６章」とで、
「花と緑、水をめぐるネットワー
ク」と「公園整備」がどういう関
係にあるのかがわかるように書い
てほしい。

特に修正しない。
（「第５章」の「花と緑、水をめ
ぐるネットワーク」は、自然や生
き物ということを中心に視点を置
いて記述しており、「第６章」の
「緑豊かな安心して遊べる公園整
備」は、都市施設である公園の整
備ということを中心に視点を置い

21 55
計画

２（３）

「市民との協働による公園管理」
の内容がわかるように書いてほし
い。

修正する。
（１行目の部分、「身近な公園の
管理を市民との協働により行うた
め、コミュニティづくりと活動の
支援に努め、地域に愛され

22 55
計画

３（１）

「ユニバーサルデザインの視点で
バリアフリー化の整備を進める」
とあるが、「バリアフリーを含む
ユニバーサルデザインを推進す
る」という方が適切ではないか。

修正する。
（２行目の部分、「バリアフリー
を含むユニバーサルデザインを推
進するとともに、」）

23 56
計画

３（５）

自転車に関する交通安全教育につ
いて記述を入れた方がいいのでは
ないか。

特に修正しない。
（意見を踏まえ、具体の施策の中
で実施していく。）

24 56
計画

４（１）

「計画」の５の「（１）　都市計
画道路の整備」では、「広域的な
道路ネットワークの形成」とある
が、自転車に関してネットワーク
を整備するという考え方はないだ

修正する。
（１行目の部分、「・・・を進め
るとともに、ネットワーク化につ
いても検討します。また、駅周辺
での・・・」）

25 56
計画

６（１）

自己水源を恒久的に確保するとい
うことを踏み込んで書いた方が安
心・安全なまちづくりになるので
はないかと思う。

修正する。
（１行目の部分、「自己水源の確
保と有効利用」）
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26 57
計画

７（３）、
（５）

「計画」の７の（３）と（５）
は、内容を整理して書いてほし
い。治水の部分、雨水貯留の部
分、雨水浸透の部分と３つあると
思うがわかりにくい。

修正する。
（計画　７（５）を削除し、計画
７（３）　３行目の部分、「雨水
の流出を抑制する貯留施設や雨水
浸透施設の設置を促進

27 57
計画

７（５）

「良好な水環境の形成」は「計
画」の８になってもいいくらい
で、その中で、ヒートアイランド
対策や総合的な雨水対策の推進と
かが入ってくると思う。

28 57
計画

７（５）

総合的な水環境は、第５章第３節
でも触れるべき問題ではないか。

29 53～57 節全体
総合交通体系、ＴＤＭ（交通需要
マネジメント）について盛り込む
べきである。

修正する。
（体系と計画　４（２）　タイト
ルの部分、「総合交通体系の確

第３節　良好な住宅・住環境づくり

ページ 該当部分 第２部会での意見 修正案

30 59
計画

１（４）

「老朽化した分譲マンションの建
替えを円滑に促進するため」とあ
るが、建替えに限らず実施してい
るのであれば、維持管理を入れて

修正する。
（１行目の部分、「分譲マンショ
ンの適正な維持管理や円滑な建替
えを促進するため、」）

第４節　景観に配慮したまちづくり

ページ 該当部分 第２部会での意見 修正案

31 61
動向と課題

１

「「景観法」を制定されました」
は、「「景観法」が制定されまし
た」と言うべきである。

修正する。
（５行目の部分、「「景観法」が
制定されました。」）

修正する。
（第５章　第１節　基本方向　２
６行目の部分、「また、ヒートア
イランド現象を緩和するため、市
民、事業者、行政が連携した総合
的な対策を推進します。」、同章
同節　計画　２（４）　３行目の
部分、「省エネルギーや緑化の推
進、雨水浸透施設の設置の促進な
ど・・・」）
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第７章　活力あふれにぎわいのあるまちづくり

第１節　地域の特性を生かした産業の振興

ページ 該当部分 第２部会での意見 修正案

32 63～64

動向と課題
３、４

基本方向
２

千里ニュータウンの近隣センター
の問題を書き込む必要がある。

修正する。
（動向と課題　３　１５行目の部
分、「・・・となっています。ま
た、千里ニュータウンでは、ライ
フスタイルの変化や高齢化の進行
の下で、全体的に身近な近隣商業
施設が機能低下の傾向にあります
が、各種の施設が設置された役割
を再評価しながら、今後、コミュ
ニティ施設など幅広い世代のニー
ズにあった施設の設置を図るな
ど、新しい役割を持たせながら、
近隣商業施設の活性化に向けて取
り組んでいくことが求められてい
ます。」、動向と課題　４　１１
行目の部分、「・・・利便性と地
域コミュニティを支え
る・・・」、基本方向　２　１行
目の部分、「地域の特性を踏ま

33 63～64

動向と課題
４

基本方向
２

市民や地域の商店の方と一緒にな
り「まちおこし」を行うという発
想がなけれがいけないのではない
か。

修正する。
（動向と課題　４　１６行目の部
分、「・・・充実するなど、まち
づくりの新たな視点で、その活性
化を・・・」、基本方向　２　１
行目の部分、「地域の特性を踏ま
え、まちづくりの新たな視点で市

第２節　就労を支援する環境づくり

ページ 該当部分 第２部会での意見 修正案

34 67～68 節全体

団塊世代の問題、吹田在住の学生
の問題の２つの方面で新しい提案
が出てくればよいかと思う。

修正する。
（動向と課題　２　の２行目の部
分、「・・・を示しています。派
遣労働者や契約社員の増加など雇
用形態が多様化し、労働環境が複
雑化しています。また、フリー
ターやニートと呼ばれる若者が増
えており、若者の就労支援に向け
た施策が求められます。一方、団
塊の世代と呼ばれる層が退職期を
迎える中で、高齢者が就労を通し
て、いきいきと暮らせるように、
雇用促進に向けた施策が必要と
なっています。」、基本方向　１
３行目の部分、「・・・図りなが
ら、勤労意欲の醸成や職業能力の

第３節　消費生活を支える環境づくり

ページ 該当部分 第２部会での意見 修正案

35 69～70 節全体
千里ニュータウンで消費生活を支
える環境が損なわれようとしてい
ることを書くべきである。

特に修正しない。
（第１節で修正することにより対
応。）
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